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玖珠町農業委員会議事録 

 

１． 開催日時 令和５年１０月１０日（火曜日） 午後１時３０分 

 

２． 開催場所 玖珠町役場 ３階 大会議室 

 

３． 出席農業委員 

１番 園田 恭子  ２番 江藤 徳幸  ３番 繁田 郁子 

４番 藤本 太一  ５番 小野 文隆 

６番 武石 俊一（副会長）  ７番 安藤 慎八（会長） 

 

４．出席農地利用最適化推進委員 

       １番 小雲 基廣    ２番 長尾亀世美  ３番 衞藤 榮一 

４番 川邊 真八   ５番 藤原 善和  ６番 渡邉 清文 

７番 石井由美子   ８番 藤本 哲朗   ９番 湯浅 定夫 

１０番 帆足 智己 １１番 松方 洋一 １２番 （欠席） 

 

５．議事日程 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第２号 農地法第５条第１項の規定による 

許可後の事業計画変更申請について 

議案第３号 非農地証明願いについて 

       議案第４号 農用地利用集積計画の決定について 

   

報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

（相続） 

報告第２号 農地法第１８条合意解約通知書について 

報告第３号 農地所有適格法人要件確認書について 

 

その他 

 

６．出席農業委員会事務局職員 

事務局長   井村 剛秀    主幹（統括） 梅木 嘉子 

  主査     繁田 寿美    主査     樋口 亜衣子 
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７．会議の概要 

事務局長 

 

 

 

 

会長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

お忙しい中お集まりいただき、ありがとうございます。 

ただ今より令和５年１０月定例総会を開催します。 

着席して進めさせていただきます。 

それでは、会長、あいさつをお願いします。 

 

(あいさつ) 

 

ありがとうございました。 

それでは、会を進めさせていただきます。 

農業委員定数７名に対して、７名の出席です。玖珠町農業委員会

会議規則第６条の規定により、会議が成立していることを報告しま

す。 

次に、議案に上程いたしました案件について質疑等がございまし

たら、議長の承認のうえ発言をお願いします。 

 また、総会の開催中は携帯電話をお切りください。 

それでは、議長の選出ですが、会議規則第４条の規定により会長

が議長となります。 

以後の議事の進行につきましては、会長よろしくお願いします。 

  

本日の議事録署名人を指名します。議事録署名人に、６番副会長、

１番委員、よろしくお願いします。 

なお、農地利用最適化推進委員におかれましては、議決権はあり

ませんが、質疑等ございましたら、各議事の中で、ご意見をお願い

します。 

それでは議事に入ります。議案第１号、農地法第３条の規定によ

る許可申請について、事務局説明をお願いします。 

 

議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請について、ご説

明いたします。 

番号１番、大字山田字乙子田〇〇〇番１です。登記簿地目は田で、

面積は、１，０９９㎡です。申請者及び譲受人は、大字〇〇〇の〇

〇〇〇〇〇さんです。土地の譲渡人は、〇〇〇市の〇〇〇〇さんで

す。譲渡目的は 贈与です。担当委員は、３番委員です。 

次に番号２、大字山田字乙子田〇〇〇番〇外１筆です。登記簿地
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目は田で、合計面積は、２，４３１㎡です。申請者及び土地の譲渡

人は、〇〇の〇〇〇〇〇さんです。土地の譲受人は、〇〇市の〇〇 

〇〇です。譲渡目的は、贈与です。担当委員は、３番委員です。 

次に番号３、大字塚脇字当ノ下〇〇〇番〇です。登記簿地目は田

で、面積は、８６９㎡です。申請者及び土地の譲受人は、〇〇の〇

〇〇〇さんです。土地の譲渡人は、〇〇県の〇〇〇〇〇さんです。

譲渡目的は、売買です。担当委員は、２番委員です。 

番号４、大字塚脇字当ノ下〇〇〇番〇です。登記簿地目は田で、

面積は、４６８㎡です。申請者及び土地の譲受人は、〇〇の〇〇〇

〇さんです。土地の譲渡人は、〇〇市の〇〇〇〇〇さんです。譲渡

目的は、売買です。担当委員は、２番委員です。 

番号５、大字戸畑字下新田〇〇〇〇番〇外１筆です。登記簿地目

は田で、合計面積は１，６００㎡です。申請者及び土地の譲受人は、

〇〇の〇〇〇さんです。土地の譲渡人は、〇〇の〇〇〇〇さんです。

譲渡目的は、売買です。担当委員は、５番委員です。 

番号５について、補足説明をいたします。 

当該農地は、４月定例会、議案第２号、農地法第５条第１項の規

定による許可申請について上程を行い定例会で承認、許可を受けた

場所になります。 

許可後、面積が１０，０００㎡を超えるため、開発許可行為の申

請が必要となりました。しかし、申請者の〇〇〇〇〇〇〇としては、

開発行為には道路の拡張など、多大な費用と時間がかかるため、議

案内容の、転用理由に記載のとおり、面積を１０，０００㎡未満に

することとしました。 

本定例会の議案第１号の番号５にあげています２筆をそれぞれ

分筆して、分筆後の農地は、従業員で兼業農家の〇〇さんが農地活

用を行うこととなりました。 

番号６、大字四日市字東小清原〇〇〇〇番です。登記簿地目は 

田で、面積は１，５２７㎡です。申請者及び土地の譲受人は、〇〇

〇の〇〇〇〇さんです。土地の譲渡人は、〇〇〇の〇〇〇〇さんで

す。譲渡目的は、売買です。担当委員は、４番委員です。 

番号７、大字四日市字東小清原〇〇〇〇番です。登記簿地目は 

田で、面積は１７１㎡です。申請者及び土地の譲受人は、〇〇〇の 

〇〇〇〇さんです。土地の譲渡人は、〇〇〇の〇〇〇〇さんです。

譲渡目的は、売買です。担当委員は、４番委員です。 
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議長 

 

 

 

３番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

２番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは担当委員の説明ですが、 

番号１、２を３番委員、番号３、４を２番委員、番号５を５番委

員、番号６、７を４番委員、お願いします。 

 

番号１の調査結果を報告します。9 月１８日、申請者の〇〇さん

と推進委員と現地の立ち合いを行いました。土地の所在は、〇〇小

学校のグラウンドから〇〇〇〇〇〇〇寄りの所に位置しています。

稲を中心とした兼業農家の譲受人が取得し、耕作する計画です。稲

を作付けする計画です。権利の内容は、所有権の移転です。譲渡人

が田んぼを交換するということです。通作距離は直線で５０ｍくら

いで耕作可能です。譲受人の経営農地はすべて耕作されており、問

題ないと思います。 

 番号２の調査結果を報告します。９月１８日、申請者の〇〇さん

と推進委員と現地の立ち合いを行いました。土地の所在は、〇〇小

学校の近くに位置しています。稲を中心とした兼業農家の譲受人が

取得し、耕作する計画です。現況は畑になっていますが、稲を作付

けする計画です。所有権の移動で、農地を交換するということです。

譲受人が大分市から通ってきますが、今まで何十年と作り来ている

ので問題ないと思います。 

 

 番号１と２の申請者は親族関係にあり、基盤整備の頃、番号２の

譲受人の父親と〇〇〇〇〇さんが口頭で約束し、耕作をしていたそ

うです。父親が亡くなり、長男が相続する予定でしたが、病気で相

続が難しく、次男の譲受人が相続することになりました。問題ない

と思います。 

 

 番号３の調査結果を報告します。９月２７日、申請者の〇〇さん

と推進委員と現地の立ち合いを行いました。土地の所在は、〇〇〇

〇〇〇と〇〇〇〇〇〇の間にあります。現在は稲を作付けしており

ます。〇〇さんは借家の事業をしていますが、草刈、水取等をして

おります。作業受託をしていますが、問題ありません。 

 番号４の調査結果を報告します。番号３の続きの土地になりま

す。〇〇さんはその奥に農地を持っており、地続きになります。問

題ないと思います。 
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推進委員 

 

５番委員 

 

 

 

 

 

推進委員 

 

 

４番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進委員 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

農業委員 

 

議長 

 

 問題ありません。 

 

 番号５の調査結果を報告します。事務局からも説明がありました

が、〇〇〇〇〇の申請があった所です。事業面積が１０，０００㎡

を超えたということで、分筆をして、農地として残す部分を〇〇さ

んが耕作したいとのことです。〇〇さんは〇〇のほうでも稲作をし

ています。お米を作ろうということです。 

 

 〇〇さんは〇〇のほうで農業をされているので、問題ないと思い

ます。 

 

 番号６、７の調査結果を報告します。この土地は地続きになって

います。９月２９日に、申請者の〇〇さんと推進委員と事務局と現

地の立ち合いを行いました。土地の所在は、大字〇〇〇の〇〇と〇

〇〇の間にある〇〇トンネルを〇〇〇方面に５００ｍほど下った

所に位置しています。今回の案件は、川を挟んで〇〇さんの宅地に

隣接しております。地目は田んぼですが、耕作放棄地状態でした。

譲渡人は建築業を営む傍ら、農業にも力を入れており、几帳面です

ので、問題ないと思います。農作業も大型機械を持っていますので、

問題ありません。 

 

 特にないですが、譲渡人がその農地に木を植えるという話があっ

たそうです。木を植えられたら困るということで田を購入して耕作

をすることにしたそうです。 

 

それでは、質疑はありませんか。 

 

無いようでしたら採決します。 

議案第１号、農地法第 3 条の規定による許可申請について、原案

どおり賛成の農業委員は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成です。第１号について原案のとおり決定します。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

４番委員 

 

次に、議案第２号、農地法第５条第１項の規定による許可後の事

業計画変更にについて、事務局説明をお願いします。 

 

 議案第２号、農地法第５条第１項の規定による許可後の事業計画

変更について、説明いたします。 

番号１です。場所は、大字戸畑字下新田〇〇〇〇番〇外１筆で、

合計面積は、１，７７３㎡です。申請者及び譲受人は、〇〇の〇〇

〇〇〇〇〇株式会社 代表取締役〇〇〇〇さんです。土地の譲渡人

は、〇〇の〇〇〇〇さんです。担当委員は、５番委員です。 

３条でもご説明しましたが、面積が１０，０００㎡を超えるため

に、計画変更を行うものです。 

当該農地は、４月定例会、議案第２号、農地法第５条第１項の規

定による許可申請について上程を行い定例会で承認、許可を受けた

場所になります。許可後、面積が１０，０００㎡を超えるため、開

発許可行為の申請が必要となりました。しかし、申請者の〇〇〇〇

〇〇〇としては、開発行為には道路の拡張など、多大な費用と時間

がかかるため、議案内容の、転用理由に記載のとおり、面積を１０，

０００㎡未満にすることとしました。 

本定例会の議案第１号の番号５にあげています２筆とそれぞれ

分筆して、転用する部分と農地の部分に分けることになりました。 

 

それでは担当委員の説明ですが、 

番号１を１番委員、お願いします。 

 

番号１の調査結果を報告します。１０月 5 日、申請者の〇〇〇〇

〇〇〇の３名の方と推進委員と事務局で現地の立ち合いを行いま

した。土地の所在は〇〇〇〇〇付近の〇〇〇〇〇〇〇の敷地に併設

するものです。転用許可後、開発許可が必要なことがわかり、時間

も費用もかかるため、５条の計画変更となりました。権利の内容は

所有権の移転です。 

 

質疑のある方は挙手をお願いします。 

 

 １０，０００㎡を超えると、どう難しいのですか。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

農業委員 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 航空写真で見ていただきますと、前回転用許可を受けた部分は

３，０００㎡を少し超えたくらいの面積です。〇〇〇〇〇〇〇の敷

地で見ると、既存の敷地プラス転用する面積が事業面積となりま

す。この面積が土木事務所からの指摘で１０，０００㎡を超えると、

判断されました。都市計画の関係で、この〇〇〇の場所は１０，０

００㎡を超えると、農地転用許可とは別に、開発許可が必要となり

ます。開発許可を得るためには、〇〇〇〇〇〇〇につながる町道の

拡幅などが必要で、時間や費用が掛かるということです。開発許可

自体も１年くらいかかるのですが、それプラス道路の拡幅も必要に

なるため、すぐに解決できる問題ではないです。今回は、最低限必

要な駐車場と倉庫用地になります。当初の計画では工場でしたが、

現在、電気自動車関連の仕事が増えており、在庫置場が手狭になっ

ているため、倉庫に変更しています。また、駐車場の台数が当初計

画より変更されていますが、工場の作業に影響が出ない駐車場を活

用して、これからの従業員の増員にも対応していくそうです。 

 

無いようでしたら採決します。 

議案第２号、農地法第５条第１項の規定による許可後の事業計画

変更について、原案どおり賛成の農業委員は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成でございます。議案第２号について原案のとおり許可相

当として県知事に意見書を送付します。 

次に、議案第３号、非農地証明願いについて、事務局説明をお願

いします。 

 

議案第３号、非農地証明願いについてご説明します。 

番号１、大字塚脇字上竹〇〇〇番〇外３筆です。登記簿地目は田、

現況は道路で、合計面積は、１５０㎡です。申請者は、〇〇市の〇

〇〇〇さんです。同農地は、昭和３９年頃からすでに周辺宅地の道

路として使っておりましたが、地目を変えていなかったため、道路

に隣接する宅地所有者から地目の変更をし、共有の道路にする計画

があるそうです。担当委員は、２番委員です。 

番号２、大字古後字専道〇〇〇〇番で、地目は登記簿が畑、現況



8 

 

 

 

 

議長 

 

 

２番委員 

 

 

 

 

 

 

推進委員 

 

 

５番委員 

 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

農業委員 

 

議長 

 

 

 

は山林です。土地の所有者は、〇〇の〇〇〇〇さんです。昭和５０

年頃から耕作条件が悪く耕作されずに、竹林となっています。担当

委員は、５番委員です。 

 

それでは担当委員の説明ですが、 

番号１を２番委員、番号２を５番委員、お願いします。 

 

番号１の調査結果を報告します。１０月３日、申請者の代理人と

推進委員と事務局で現地の立ち合いを行いました。土地の所在は、

塚脇の〇〇〇〇〇〇〇から〇〇〇方面に入り、〇〇〇〇〇〇〇の横

から幅が３ｍで長さ８０ｍくらいの道路です。公衆用道路としては

認められていたようです。現状は舗装道路で、地目が田ですが、約

９軒の道路としていくそうです。 

 

特にありません。〇〇〇〇〇〇〇の北側にあります。袋小路にな

っています。 

 

番号２の調査結果を報告します。１０月３日に、推進委員と事務

局が立ち合いを行いました。土地の所在は、大字古後の〇〇です。

現況はスギや竹で、耕作できるような状態ではありません。昭和５

０年頃から農地として利用されておらず、非農地証明願いを提出し

たということです。 

 

それでは質疑のある方は挙手をお願いします。 

 

無いようでしたら採決します。 

議案第３号、非農地証明願いについて、原案どおり賛成の農業委

員は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成です。議案第 3 号について、原案のとおり決定し、申請

者に証明書を交付します。 

次に、議案第４号、農用地利用集積計画の決定について、事務局

説明お願いします。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

 

農業委員 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

 

別冊の議案第 4 号の最後のページをご覧ください。利用権の設定

です。 

新規の設定です。 

３年から５年が、合計７件で、合計面積４５，２６０㎡です。 

６年から９年が、合計４件、合計面積２１，２１５㎡です。 

１０年以上が、１件で、６０７㎡です。 

以上、合計１２件、合計面積６７，０８２㎡です。 

 

質疑はありますか。 

 

無いようでしたら、ご承認をお願いします。承認される方は挙手

をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成です。議案第４号については、原案どおり承認します。 

以上で、本日の議案の審議はすべて終了いたしました。 

引き続き、報告事項等について事務局説明をお願いします。 

 

報告第１号、農地法第３条の３第１項の規定による相続による所

有権移転が５件出されております。詳細は、ご覧ください。 

報告第２号、農地法第１８条合意解約通知書が１６件提出されて

おります。内容は、ご一読ください。 

最後に、報告第３号、農地所有適格法人要件確認書について、ご

説明します。農事組合法人〇〇〇〇〇〇 代表〇〇〇〇さんです。

当法人は、要件を満たしていることを報告いたします。 

報告事項は、以上になります。 

 

何か質疑はありませんか。 

 

無ければ、協議・連絡事項について事務局説明をお願いします。 

 

 （省略） 
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議長 

 

議長 

 

 

 

 

 

その他、委員から何かありましたらお願いします。 

 

それでは以上をもちまして玖珠町農業委員会１０月定例総会を

閉会します。 

 

 

 


